


1．年間値測定結果

（1）二酸化硫黄（SO2：年間値）

種別 市町村 測定局

令別表

謔Rめ

謨ｪ

用途

n域

有　　効

ｪ定日数
測定時間 年平均値

1時間値が0．1

垂垂高�ｴえた時

ﾔ数とその割合

（日） （時間） （ppm） （時間） （％）

松江 国設松江 100 未 353 8，518 0，005 0 0

一般
江津 江　　　津 100 住 293 7，093 0，005 1 0

（注）　　環境基準は、1時間値の日平均値が0．04ppm以下であり、かっ、1時間値の最高値が

　　　　測定方法は溶液導電率法であり、原理的には大気中に含まれる硫黄酸化物を過酸化水

　　　を知る方法である。
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日平均値が0．04

垂垂高�ｴえた

﨎狽ﾆその割合

1時間値

ﾌ最高値

日平均値

ﾌ2％除

O　　値

日平均値が0．04

垂垂高�ｴえた日

ｪ2日以上連続
ｵたことの有無

環境基準の長期
I評価による日
ｽ均値が0．04
垂垂高�ｴえた
冝@　　　数

測定機種 備　　考

（日） （％） （ppm） （ppm） （有×・無○） （日）

0 0 0，027 0，009 ○ 0 高感渡型

0 0 0，101 0，011 ○ 0 高感度型

0．1ppm以下であること。

素溶液に硫酸として吸収させ、溶液の導電率を測定することにより連続的に大気中の硫黄酸化物

（2）一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物（NO、NO2、NO＋NO2：年間値）
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（日）　（時間）十 Φpm Φpm） Φpm （日） （時間） （ppm）（ppm （時酬（％

松江 国設松江 100 未 359 8，645 0．00 0079 0，007 361 8，674 0，OO5 0，060 0 0

一
　
般 江津 江　津 100 住 319 7，647 0，002 0，037 0，004 320 7，696 0，005 0，041 0 0

自
　
排

松江 西津田町 100 商 364 8，678 0，036 0，440 0，093 364 8，694 0，023 0，072 0 0

浜田
浜　　田

ﾉ庁前
100 商 351 8，457 0，039 0，398 0，089 348 8，430 0，020 0，080 0 0
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364
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（注）1．

　　2．

　　3．

一酸化窒素及び窒素酸化物の環境基準は定められておらず、二酸化窒素の環境基準は、

一酸化窒素の測定は、ザルツマン試薬により二酸化窒素を測定した後の大気を更に酸

二酸化窒素の測定方法は、ザルッマン試薬を用いた吸光々度法であり、原理的には大

一13一

備　　考

1時間値の日平均値が0．04ppmからO．06ppmゾーン内または、それ以下であること。

化液を通して一酸化窒素を二酸化窒素に変えてから二酸化窒素と同様の方法で測定する。

気中の二酸化窒素をザルツマン試薬溶液と反応させて発色させ、その吸光度を測定する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ザルッマン係数：0．84）
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（3）一酸化炭素（CO：年間値）

種別 市町村 測定局 用途地域

有　　効

ｪ定日数
測定時間 年平均値

8時間値が20
垂垂高�ｴえた
�狽ﾆその割合

（日） （時間） （ppm） （回） （％）

一般 松 江㌔設松江 未 336 8，079 O．3 0 0

ノノ 西津田町 商 360 8，574 1．2 0 0

自排
浜 田 浜田合庁前 商 345 8，251 0．7 0 0

）注（ 環境基準は、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であり、かっ、1時間値の日平均

測定方法は非分散型赤外分析計法であり、原理的には一酸化炭素が波長によって赤外

HO3（1991）年

日平均値が10
垂垂高�ｴえた日

狽ﾆその割合

1時間値

ﾌ最高値

日平均値

ﾌ2％怺O値

日平均値が10ppmを
ｴえた日が2日以上
A続したことの有無

環境基準の長期的評
ｿによる日平均値が
P0ppmを超えた日

備　　考

（日） （％） （ppm） （ppm） （有×・無○） （日）

0 0 2．0 0．7 ○ 0

0 0 12．7 2．8 C 0

0 0 5．6 1．2 C 0

　　　値が10ppm以下であること。
の線を吸収することを応用して容器を通過する赤外線の減衰量から濃度を測定する・

（4）光化学オキシダント（Ox：年間値）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昼間の1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i昼間測定日数1昼間測定時間1時間値の

種　別　市町村　測定局　用途地域　　　　　・　　　1年平均値
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レー i日）茸 i廟r「（PP．，）

　　　よ
5，383［　0．039

尋

HO3（1991）年

自

輩≧輩聾壁一
排i松　　 江西津田町

　　　　　　　ヤ 卉　　　　　364
　　　　一十一

住 3141　　1

商 皿　　　　　

4，548r　O．0281

　二一ゴ
（注）　　環境基準は、1時間値が0．06ppm以下であること。

　　　　昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。

　　　　測定方法は、中性ヨウ化カリウム溶液を用いた吸光々度法であり、原理的には大気中

　　　ヨウ化カリウムと反応してヨウ素を遊離させる酸化性物質）を中性のヨウ化カリウム溶

　　　を知る方法である。

《

昼間の1時間値が
O．06ppmを超えた
﨎狽ﾆ時間数　　　　　　　一

昼間の1時間値が
O．12ppm以上の
﨎狽ﾆ時間数

昼間の1

ﾚ直怨
昼間の日最
bP時間値
ﾌ年平均値一 備　　考

（日）　　　（時間） （日）　　斗 （時間） （ppm） （ppm）

781　　　　522証　o 0
一
〇
，
1
0
1

0，051

151　　　64　1 0 0 0，079 0，036

　　　　　　一ｩi 一 一 一 一

のオキシダント（総理府令で定める範囲は、オゾン、パーオキシアセチルナイトレイト、その他

液と反応させ遊離したヨウ素を比色法で測定することにより、連続的に大気中オキシダント濃度

（5〉非メタン・メタン及び全炭化水素

　。非メタン炭化水素（NMH　C：年間値）
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。メタン及び全炭化水素（C　H4、T－H　C：年間値）

メ　　　　　タ

種　　別 市町村 測　定　局 用途地域 測定時間 年平均値

6～9時における

N平均値

6～9時
ｪ定日数

（時間） （ppmC） （ppmC） （日）

松　　江 国設松江 未 7，595 L78 1．80 342
一　　般

江　　津 江　　　津 住 3，906 1．71 1．71 169

自　　排 松　　江 西津田町 商 8，129 1．84 1．86 338

の

HO3（1991）年

ン 全　　　炭　　　　化　　　水　　　　素

6～9時3時間
ｽ　　均　　値 測定時間 年平均値

6～9時
ﾉおける
N平均値

6～9時
ｪ定日数

6～9時3時間
ｽ　　均　　値

測定又

ﾍ換算

緖ｮ
備　考

最高値 最低値 最高値 最低値

（ppmC） （ppmC） （時間） （ppmC） （ppmC） （日） （ppmC） （ppmC）

2．35 L61 7，589 L90 1．92 342 2．50 1．68 （直）

1．84 1．61 3，903 L88 1．88 168 2．10 1．75 （直）

2．29 1．70 一 一 一 一 一 一
（直）

（6）浮遊粒子状物質（S　PM：年間値）
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^　l　　　　　　　　

（η9／㎡） （加9／㎡） （有×・笹○） 百「’「
測定方法

〔）1光散乱法

0．220 0．067 C 0

0．238 0．077 （
）

0

ベータ線吸収法

光散乱法

（注）　　環境基準は、1時間値の日平均値が0．1肋g／㎡以下であり、かっ1時間値が0．20．g／㎡

　　　　ベータ線吸収法による測定方法は、原理的には大気中の浮遊粒子状物質をろ紙上に捕

　　　物質を知る方法である。

　　3　光散乱法による測定方法は、浮遊粉じんを重量濃度へ換算したものである。

備　　考

以下であること。

したうえで、β線を照射してその透過強度を測定することにより連続的に大気中の浮遊粒子状物

（7〉浮遊粉じん（Dust：年間値）

種　　　別
　　　　j
s　町　村1測　定　局
@　　　1

用途

n域

有効測定日数 測定時間
年平均値l　　　I

（日） （時間） （η9／㎡）

一　　　般 松　　　江i国設松江 未 361 8，663 　　」O，O19　　1

HO3（1991）年

i最1時間値の
@高　　値

日平均値の　　相
Q％除外値　 校

（班9／㎡） （婬㎡）＿L＿
0，135 　　しO．0521　　ヒ （

の
日

度
月
）

　
　
日

感
年
月

ま
　
　
年

文
正
（

相
校

（毎月1回）

（注） 浮遊粉じんの環境基準は定められていない。

測定方法は光散乱法であり、原理的には導気孔から入ってくる粉じんに直角方向から

備 考

一定強度の光をあて散乱光を測定する方法である。
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